
五霊中学校 服装（身だしなみ）のきまり（令和８年１月改訂） 

ズボン ○ストレートでベルトをつける。・身体に合わないサイズのズボンは着用しない。 つ め 
○伸ばさない。清潔に保つ。 

  ・マニキュア、磨きはしない。 

ベルト 
○幅２ｃｍ以上で無地（茶・黒・紺）。 

 ・柄物、白、華美装飾（飾り、穴あき等）禁止。 

通学靴 

○色は白と黒の２色とし、運動靴を使用する。（指定の靴はない） 

・白地に黒のロゴやライン、黒地に白のロゴやラインは可とする。 

・必ず記名をする。 

・かかとを踏みつけない。 

・体育の授業でも使用するので、運動に適した靴を使用する。 

シャツ 

下 着 

〇シャツでボタンダウン、えりのないものなどは着用しない。 

〇必ず下着を着用する。 

 ・制服の下に着るものについて 

【夏服・中間服】 

Ｔシャツはワンポイントまでとし、色は白・黒・紺・茶・灰色。 

  【冬服】色が白・黒・紺・茶・灰色のセーター・トレーナー。  

 ・ハイネックなど、首や袖から出るものは着用しない。 

〇制服の上から体温調節のために着るものは、冬の体育服（上着）とする。 

制汗シート 

日焼け止め 

薬用ﾘｯﾌﾟｸﾘｰﾑ 

薬用ﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ 

○制汗シート、日焼け止めを使用する際は、無色・無香料のもののみとする。 

○薬用リップクリーム、薬用ハンドクリームは、無色・無香料のもののみ使用し 

てもよい。 

その他 

○制服の下に着ることができるものは、トレーナー・セーター・ベストとする。 

・色は単色で白・黒・紺・茶・灰色とし、えり、すそ、そでから出ないものと

する。 

○手袋・ネックウォーマー・ボックスコート等の着用は登下校の際に限る。 

 ・色は白・黒・紺・茶・灰色を基本とし華美にならないようにする。 

・マフラーは禁止。 

・校内では着用しない。 

○タイツについては、黒のみとする。 

○カイロの使用について 

 ・使い終わったカイロは家に持って帰る。 

○ズボン、セーラー服、上着の校章は無くてもよい。 

○防寒着について（共通標準服、五霊中既存の標準服 共通） 

ボックスコート、部活動で使用しているウィンドブレーカー等の着用は登下校の

際に限る。（ボックスコートも部活動のウィンドブレーカーも持っていない場合、

華美でなく、風を通さないウィンドブレーカー類を着用しても構わない。その際

は、着てこようと思う防寒着を担任に見せ確認する。） 

○個別の事案については、学校に相談すること。 

上 着 ・裏ボタンは黒の指定のもの。  ・身体に合わないサイズの上着は着用しない。 

スカート 
○すそは、膝が見えない長さ 

 ・ベルト、ゴム、安全ピンなどをつけない。 

セーラー服 

○リボンを正しくつける。   

○必ず下着を着用する。 

 ・制服の下に着るものについて 

  【夏服・中間服】 

Ｔシャツはワンポイントまでとし、色は白・黒・紺・茶・灰色。 

  【冬服】色が白・黒・紺・茶・灰色のセーター・トレーナー。  

 ・ハイネックなど、首や袖から出るものは着用しない。 

〇制服の上から体温調節のために着るものは、冬の体育服（上着）とする。 

頭 髪 

〇前髪は目にかからないようにし、長ければ垂れ下がらないようにピンでとめる。

上げる場合も、ピンでしっかり止める。横髪は後ろにながしピンでとめる。 

・ヘアピンは、黒か紺で大きさは５ｃｍ程度の普通サイズとする。 

○肩より長くなったら、頭の後ろで１つに結ぶ。編んではいけない。 

 ・ゴムは、黒・紺・茶で飾りのないものとする。 

〇必要に応じてお団子結びは可。お団子結びにする際は、毛先が出ないようにし、頭

の後ろで１つに結ぶ。 

〇まゆ・まゆ周辺に手を加えない。（まゆそり、まゆ抜きなど） 

〇パーマ（ストレートパーマも含む）カール、染髪、脱色、整髪料の禁止。 

上履き ○記名を必ずする。（上履きの前の部分） 

靴 下 

○白、黒、濃紺の単色のみ。 

  ・くるぶしが出ない長さとする。 

・ワンポイントは可。 

・ルーズ、ライン入り、くるぶしソックス（スニーカーソックス）は不可。 

名 札 ○校内生活中は左胸につける。 ・下校時は教室に置いて帰る。 

カバン 

○指定のカバンを使い、それに入らないときは、サブバッグを使う。 

 ・サブバックのみでの登校はしない。 

 ・落書きはしない。 

 ・校章や反射材を外すなどの加工はしない。 

 ・カバンにつけるキーホルダーは、お守りを含め、各カバンにつき、１個までと 

する。大きさは、６㎝×６㎝×６㎝よりも小さいものとする。 

 

【熊本市立中学校共通標準服について】 

・共通標準服には、ネクタイ、もしくはリボンをつける。色は青色とする。ただし、ブレザーを

着用していない場合は付けなくても良い。  

・ブレザーの下に着るカッターシャツは白色、無地とする。 

・ブレザーの下に黒か紺、グレーの単色無地で、V ネックのスクールセーターもしくはスクール

ベストを着用してもよい。 

・共通標準服と五霊中既存の標準服を混合した着用はしない。 

例１：五霊中既存の標準服にネクタイやリボンを着用することはできない。  

例２：五霊中既存のズボン・スカートに共通標準服のブレザーを合わせることはできない。（そ

の反対も同様。）  

※例外 五霊中標準服（ズボン、スカート）と熊本市立中学校共通標準服のポロシャツ（白・紺

の二色）は、組み合わせて着用しても良い。 

・ブレザーのボタンはすべてとめる。 

・共通標準服の購入については、すでに五霊中既存の標準服を着用している生徒も購入してもよ

い。（冬服か夏服のどちらかだけを共通標準服を選ぶことも可。） 

・靴下、靴、ベルト等、その他の身なりに関しての決まりは、「五霊中学校 服装（身だしなみ）

のきまり」と同様とする。 

学級掲示用 


